








我が国の郵便料金制度（料金規制） 4 

種別等（内国） 料金決定 適合要件／認可要件 

第一種郵便物 書状等 事前届出（30日前） 

・ 郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ適正な利潤を含む
ものであること。 

・ 配達地により異なる額が定められていないこと（日本郵便株式会社の一の事業所に
おいてその引受け及び配達を行う郵便物の料金を除く。）。 

・ 定形郵便物（※）の料金の額が、軽量の信書の送達の役務が国民生活において果た
している役割の重要性、国民の負担能力、物価その他の事情を勘案して総務省令で
定める額（82円）を超えないものであること。 

・ 定率又は定額をもって明確に定められていること。 
・ 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。 
 ※ 定形郵便物とは、第一種郵便物（郵便書簡を除く。）のうち大きさ及び形状が総務

省令で定める基準に適合するものであって、その重量が25g以下のものをいう。 

第二種郵便物 郵便葉書 事前届出（30日前） 

・ 郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ適正な利潤を含む
ものであること。 

・ 配達地により異なる額が定められていないこと（日本郵便株式会社の一の事業所に
おいてその引受け及び配達を行う郵便物の料金を除く。）。 

・ 定形郵便物の料金の額のうち最も低いものより低いものであること。 
・ 定率又は定額をもって明確に定められていること。 
・ 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。 

第三種郵便物 新聞、雑誌などの定期刊行物 認可 ・ 配達地により異なる額が定められていないこと（日本郵便株式会社の一の事業所に
おいてその引受け及び配達を行う郵便物の料金を除く。） 。 

・ 同一重量の第一種郵便物の料金の額より低いものであること。 
・ 定率又は定額をもって明確に定められていること。 
・ 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。 

第四種郵便物 点字郵便物、通信教育、学術
刊行物、農産物種子等 認可 

義務的特殊取扱 書留、引受時刻証明、配達証
明、内容証明、特別送達 事前届出（30日前） ・ 郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ適正な利潤を含む

ものであること。 
・ 定率又は定額をもって明確に定められていること。 
・ 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。 

任意の特殊取扱 

速達、特定記録郵便、交付記
録郵便 事前届出（10日前） 

上記以外（代金引換、電子郵
便、配達時間帯指定郵便等） 

［新規］事前届出（10日前） 
［変更］事後届出 ・ 定率又は定額をもって明確に定められていること。 

・ 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。 
上記以外の料金 切手類の交換手数料等 ［新規］事前届出（10日前） 

［変更］事後届出 

郵便法（昭和22年法律第165号）（抄） 
  （この法律の目的） 
 第１条 この法律は、郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによって、公共の福祉を増進することを目的とする。 
  （郵便に関する料金） 
 第３条 郵便に関する料金は、郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものでなければならない。 
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○郵便法（昭和22年法律第165号）の規定（抜粋） 
第14条 （郵便物の種類）  郵便物は、第一種郵便物、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物とする。  
第20条 （第一種郵便物）  次に掲げる郵便物は、第一種郵便物とする。  
 一  筆書した書状（特定の人にあてた通信文を筆書（印章又はタイプライターによる場合を含む。）したもので、郵便葉書でないも

のをいう。以下同じ。）を内容とするもの  
 二  郵便書簡  
 三  前二号に掲げるもののほか、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物に該当しないもの  
２  郵便書簡は、会社が、郵便約款でその規格及び様式を定めて、これを発行する。  
第21条 （第二種郵便物）  郵便葉書は、第二種郵便物とし、通常葉書及び往復葉書とする。  
２  郵便葉書は、会社が、郵便約款でその規格及び様式を定めて、これを発行する。ただし、郵便約款の定める通常葉書又は往復
葉書の規格及び様式を標準として、これを会社以外の者が作成することを妨げない。  

第22条 （第三種郵便物）  第三種郵便物の承認のあることを表す文字を掲げた定期刊行物を内容とする郵便物で開封とし、郵便
約款の定めるところにより差し出されるものは、第三種郵便物とする。  

２  第三種郵便物とすべき定期刊行物は、会社の承認のあるものに限る。  
３  会社は、次の条件を具備する定期刊行物につき前項の承認をする。  
 一  毎年一回以上の回数で総務省令で定める回数以上、号を追つて定期に発行するものであること。  
 二  掲載事項の性質上発行の終期を予定し得ないものであること。  
 三  政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的とし、あまねく発売されるものであること。  
４  第二項の承認の求めがあつたときは、会社は、その求めがあつた日から総務省令で定める期間内に承認をし、又は承認しない
旨を通知しなければならない。  

５  第三種郵便物の承認は、承認を受けた日以後に発行するものにつき、その効力を有する。  
第27条 （第四種郵便物）  次に掲げる郵便物で開封とするものは、第四種郵便物とする。蚕種を内容とする郵便物で会社の承認の
もとに密閉したものも、同様とする。  

 一  法令に基づき監督庁の認可又は認定を受け通信による教育を行う学校又は法人とその受講者との間に当該通信教育を行う
ために発受する郵便物（筆書した書状を内容とするものを除く。）で郵便約款の定めるところにより差し出されるもの  

 二  盲人用点字のみを掲げたものを内容とするもの  
 三  盲人用の録音物又は点字用紙を内容とする郵便物で、郵便約款の定めるところにより、点字図書館、点字出版施設等盲人の

福祉を増進することを目的とする施設（総務省令で定める基準に従い会社が指定するものに限る。）から差し出し、又はこれらの
施設にあてて差し出されるもの  

 四  植物種子、苗、苗木、茎若しくは根で栽植の用に供するもの又は蚕種で繁殖の用に供するものを内容とするもの  
 五  学術に関する団体がその目的を達成するため継続して年一回以上発行する学術に関する刊行物（総務省令で定める基準に

従い会社が指定するものに限る。）を内容とする郵便物で、発行人又は売りさばき人から郵便約款の定めるところにより差し出さ
れるもの 
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第44条 （特殊取扱）  会社は、この節に定めるところによるほか、郵便約款の定めるところにより、書留、引受時刻証明、配達証明、
内容証明及び特別送達の郵便物の特殊取扱を実施する。  

２  会社は、前項の規定によるほか、郵便約款の定めるところにより、郵便物の代金引換（差出人が指定した額の金銭と引換えに名
あて人に交付し、その額に相当する金額を当該差出人に支払う取扱いをいう。第五十条第一項第二号及び第二項第四号におい
て同じ。）その他の郵便物の特殊取扱を実施することができる。  

３ 引受時刻証明、配達証明、内容証明及び特別送達の取扱いは、書留とする郵便物につき、これをするものとする。 
第45条 （書留）  書留の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の引受けから配達に至るまでの記録をし、もし、送達の途

中において当該郵便物を亡失し、又はき損した場合には、差出しの際差出人から会社に申出のあつた損害要償額の全部又は
一部を賠償する。  

２  前項の損害要償額は、郵便物の内容である現金の額（その内容が現金以外の物であるときは、その物の時価）を超えない額で
あつて郵便約款の定める額を超えないものでなければならない。  

３  差出人が第一項の損害要償額の申出をしなかつたときは、同項の規定の適用については、郵便約款の定める額を損害要償額
として申し出たものとみなす。  

４  会社は、第一項の規定によるもののほか、次に掲げる郵便物以外の郵便物につき、差出人からの申出があるときは、当該郵便
物の引受け及び配達について記録し、もし、送達の途中において当該郵便物を亡失し、又はき損した場合には、郵便約款の定め
る額を限度とする実損額を賠償する書留の取扱いをすることができる。 

 一  現金又は第十七条に規定する貴重品を内容とする郵便物  
 二  引受時刻証明、配達証明、内容証明又は特別送達の取扱いをする郵便物  
第46条 （引受時刻証明）  引受時刻証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を引き受けた時刻を証明する。  
第47条 （配達証明）  配達証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を配達し、又は交付した事実を証明する。  
第48条 （内容証明）  内容証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。  
２  前項の取扱いにおいては、郵便認証司による第五十八条第一号の認証を受けるものとする。  
第49条 （特別送達）  特別送達の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を民事訴訟法 （平成八年法律第百九号）第百三

条から第百六条まで及び第百九条に掲げる方法により、送達し、その送達の事実を証明する。  
２ 前項の取扱いにおいては、郵便認証司による第五十八条第二号の認証を受けるものとする。  
３ 特別送達の取扱いは、法律の規定に基づいて民事訴訟法第百三条から第百六条まで及び第百九条に掲げる方法により送達す
べき書類を内容とする郵便物につき、これをするものとする。  

（参考１） 郵便の種別に関する規定② 



7 （参考２） 郵便の料金に関する規定① 

○郵便法（昭和22年法律第165号）の規定（抜粋） 
（料金）  
第67条  会社は、総務省令で定めるところにより、郵便に関する料金（第三項の規定により認可を受けるべきもの及び第五項の規定

により届け出るべきものを除く。）を定め、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様と
する。  

２ 前項の料金は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。  
 一  郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものであること。  
 二  第一種郵便物及び第二種郵便物の料金の額が配達地により異なる額が定められていないこと（会社の一の事業所において

その引受け及び配達を行う郵便物の料金を除く。）。  
 三  第一種郵便物（郵便書簡を除く。第四項第二号において同じ。）のうち大きさ及び形状が総務省令で定める基準に適合するも

のであつて、その重量が二十五グラム以下のもの（次号において「定形郵便物」という。）の料金の額が、軽量の信書の送達の役
務が国民生活において果たしている役割の重要性、国民の負担能力、物価その他の事情を勘案して総務省令で定める額を超
えないものであること。  

 四  郵便書簡及び通常葉書の料金の額が定形郵便物の料金の額のうち最も低いものより低いものであること。  
 五  国際郵便に関する料金の額が郵便に関する条約の規定に適合するものであること。  
 六  定率又は定額をもつて明確に定められていること。  
 七  特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。  
３  会社は、第三種郵便物及び第四種郵便物の料金を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするとき
も、同様とする。  

４ 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。 
 一  配達地により異なる額が定められていないこと（会社の一の事業所においてその引受け及び配達を行う郵便物の料金を除

く。）。  
 二  同一重量の第一種郵便物の料金の額より低いものであること。  
 三  定率又は定額をもつて明確に定められていること。  
 四  特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。  
５  会社は、総務省令で定めるところにより、郵便に関する料金（第一種郵便物、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物
の料金を除き、郵便事業の収入に与える影響が軽微な料金のうち総務省令で定める料金に限る。）を定め、あらかじめ、又はその
実施後遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。これを変更するときも、同様とする。  

６  第二項（第一号から第四号までを除く。）の規定は、前項の料金について準用する。  
７  会社は、総務省令で定めるところにより、郵便事業の収支の状況を総務大臣に報告するとともに、公表しなければならない。 
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○郵便法施行規則（平成15年総務省令第５号）の規定（抜粋） 

（参考２） 郵便の料金に関する規定② 

（料金の届出）  
第21条 会社は、法第六十七条第一項の規定により郵便に関する料金の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書
を提出しなければならない。  

 一  料金を適用する期間（限定する場合に限る。）並びに料金の種類、額及び適用方法（変更の届出の場合は、新旧の対照を明示
すること。）  

 二  実施期日  
 三  変更の届出の場合は、変更を必要とする理由  
２ 前項の届出書の提出は、次に掲げる料金に係るものにあっては当該料金の実施期日の三十日前までに、それ以外の料金に係るも
のにあっては当該料金の実施期日の十日前までにしなければならない。 

 一  郵便物の料金  
 二  郵便物の特殊取扱（法第四十四条第一項に規定するものに限る。）の料金  
３ 第一項の届出書のうち前項各号に掲げる料金に係るものには、次に掲げる書類を添付しなければならない。 
 一  料金の算出の根拠に関する説明書  
 二  郵便の役務に関する事業収支見積書  
（定形郵便物の料金の上限）  
第23条 法第六十七条第二項第三号の総務省令で定める額は、八十二円とする。 
（法第67条第５項 の総務省令で定める料金）  
第26条 法第六十七条第五項の総務省令で定める料金は、次に掲げる料金以外の料金（変更に係る場合に限る。）とする。 
 一  郵便物の料金  
 二  郵便物の特殊取扱（法第四十四条第一項に規定するものに限る。）の料金  
 三  郵便物の特殊取扱（法第四十四条第二項に規定する取扱いであって速達、特定記録郵便及び交付記録郵便の取扱いに係る

もの）の料金  
２ 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
 一  速達 法第四十四条第二項 に規定する郵便物の特殊取扱であって、会社において郵便物をこれと同一の種類に属する他の

郵便物（この号の適用を受ける郵便物を除く。）に優先して送達するものをいう。  
 二  特定記録郵便 法第四十四条第二項に規定する郵便物の特殊取扱であって、会社において郵便物の引受けについて記録し、

送達するものをいう。  
 三  交付記録郵便 法第四十四条第二項に規定する郵便物の特殊取扱であって、会社において郵便物の配達について記録する

ものをいう。  
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○郵便法（昭和22年法律第165号）の規定（抜粋） 

（参考３） 郵便約款及び郵便業務管理規程に関する規定 

（郵便約款）  
第68条  会社は、郵便の役務に関する提供条件（料金及び総務省令で定める軽微な事項に係るものを除く。）について郵便約款を定
め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。  

２  総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。  
 一 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。 
  イ この法律又はこの法律に基づく総務省令の規定により郵便約款で定めることとされている事項 
  ロ 郵便物の引受け、配達、転送及び還付並びに送達日数に関する事項 
  ハ 郵便に関する料金の収受に関する事項 
  ニ その他会社の責任に関する事項 
 二   特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。  
（郵便業務管理規程）  
第70条  会社は、業務開始の際、郵便の業務の管理に関する規程（以下「郵便業務管理規程」という。）を定め、総務大臣の認可を受
けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。  

２  郵便業務管理規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。  
 一 郵便の業務の管理に関する事項  
 二 郵便差出箱の設置その他の郵便物の引受けの方法  
 三 郵便物の配達の方法  
 四 前二号に掲げるもののほか、郵便物の送達の方法  
 五 その他総務省令で定める事項  
３  総務大臣は、郵便業務管理規程に記載された前項各号に掲げる事項が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、
第一項の認可をしてはならない。  

 一 郵便物の秘密を保護するため適切なものであること。  
 二 総務省令で定める基準に適合する郵便差出箱の設置その他の郵便物を随時、かつ、簡易に差し出すことを可能とするものとし

て総務省令で定める基準に適合する郵便物の引受けの方法が定められていること。  
 三 一週間につき六日以上郵便物の配達を行うことができるものとして総務省令で定める基準に適合する郵便物の配達の方法が定

められていること。  
 四 郵便物（国際郵便に係るものを除く。以下この号において同じ。）について差し出された日から三日（国民の祝日に関する法律 

（昭和二十三年法律第百七十八号）に規定する休日その他総務省令で定める日の日数は、算入しない。）以内（郵便物が、地理的
条件、交通事情その他の条件を勘案して総務省令で定める地域から差し出され、又は当該地域にあてて差し出される場合にあつ
ては、三日を超え二週間を超えない範囲内で総務省令で定める日数以内）に送達することが定められていること。  

 五 郵便物を引き受けた場合において、総務省令で定める場合を除き、郵便物の表面の見やすい所に、総務省令で定める基準に
適合する通信日付印を押印することが定められていること。  

 六 その他総務省令で定める基準に適合するものであること。  














